Ⅱ　様式３


年　　月　　日　

静岡県知事　氏　　　　名　様

旧設置者　所在地
学校法人名　　　　　　　　　　　　

設置代表者名　　氏　　　名　　

新設置者　所在地
学校法人名　　　　　　　　　　　　

設置代表者名　　氏　　　名　　

○○学校設置者変更認可申請書

　　○○学校の設置者を変更したいので、学校教育法第４条第１項の規定により認可を受けたく、関係書類を添えて申請します。
[添付書類] 

１　設置者変更要項（様式３の１）

２　学則（変更前及び変更後）

３　変更後３年間の事業計画書及び収支予算書（作成例18）

４　新設置者関係書類

(1) 寄附行為等

(2) 法人の理事会及び評議員会の議事録の写し（新設の場合は設立決議録）

(3) 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類（作成例14）

(4) 理事長の履歴書（作成例９）及び誓約書（作成例10）

(5) 法人の登記事項証明書（既存の法人の場合）

５　旧設置者関係書類

(1) 寄附行為等（法人の場合のみ）

(2) 法人の理事会及び評議員会の議事録の写し（法人の場合のみ）

(3) 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類（作成例14）

(4) 法人の登記簿謄本（既存の法人の場合）

(5) 設置者の住民票（死亡の場合は戸籍抄本）及び印鑑登録証明書（個人の場合のみ）

６　校舎明細表

７　校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面

①位置及び校地の状況を明らかにする図面

②校舎その他建物の配置図

③校舎の平面図

８　施設・設備調書（作成例22（その2））

９　学級編制表（作成例24）

10　教職員組織表（作成例25）

11　教職員名簿（作成例26）及び教職員人件費内訳表（作成例27）

12　校長及び教員の履歴書（作成例９）、最終学校卒業証書の写し又は卒業証明書、誓約書（作成例10）、教育職員免許状の写し及び身体検査書

13　教職員別担当時間数表（幼稚園を除く）（作成例28）

14　学校医等の就任承諾書（Ⅲ　作成例33）

15　負債償還計画書（作成例20）

16　設置する学校に係る不動産の権利の所属についての登記所の証明書類等（作成例16）

17　不動産以外の重要な財産の権利の所属についての銀行等の証明書類

※新設置者が個人の場合

新設置者関係書類は以下のとおりとする。

(1) 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類（作成例14）

(2) 設置者の履歴書（作成例９）

(3) 設置者の住民票、誓約書（Ⅲ　作成例10）、印鑑登録証明書

【概要】

・学校の設置者変更は、

個人→他の個人（相続を含む）

個人、学校法人等以外の法人→学校法人等

学校法人等→他の学校法人等 等の場合がある。

・１条校は、国・地方公共団体・学校法人のみが設置することができるとされているが、専修学校・各種学校は、国・地方公共団体・学校法人等のほか、一般社団法人、独立行政法人等のその他の法人や個人による設置も認められている。

【根拠法令】

・学校教育法第４条第１項（中高）

・学校教育法第130 条第１項（専修）

・学校教育法第134 条第２項において準用する同法第４条第１項（各種）

【留意事項】

１　提出部数２部

２　幼稚園の場合は「学校、学則、校地、校舎」を「幼稚園、園則、園地、園舎」と読み替える。

３　専修学校の場合は「学校教育法第130条第１項」、各種学校の場合は「学校教育法第1　34条第２項で準用する同法第４条第１項」とすること。

４　本申請を学校法人寄附行為認可申請と同時に行う場合には、設立代表者と読み替えること。

